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本
法
律
案
は
、
持
続
可
能
な
医
療
保
険
制
度
の
実
現
に
向
け
、
必
要
な
保
険
給
付
等
の
適
切
な
実
施
並
び
に
世
代
間
及
び
世

代
内
で
の
負
担
の
公
平
性
の
確
保
を
図
る
た
め
、
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。 

一
、
要
指
導
医
薬
品
又
は
一
般
用
医
薬
品
と
の
代
替
性
が
特
に
高
い
薬
剤
を
用
い
た
療
養
等
に
つ
い
て
、
そ
の
費
用
の
一
部
を

 

保
険
給
付
の
対
象
と
し
な
い
も
の
と
す
る
療
養
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
、
一
部
保
険
外
療
養
と
す
る
。

二
、
金
融
機
関
等
は
、
税
務
署
長
に
提
出
す
る
報
告
書
等
に
記
載
す
る
上
場
株
式
等
の
配
当
等
に
関
す
る
事
項
を
、
電
子
情
報

 

処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
等
に
よ
り
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

三
、
出
産
に
対
す
る
保
険
給
付
と
し
て
、
分
娩
費
を
創
設
し
、
分
娩
の
手
当
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
分
娩
費
を
支
給
す
る
と

と
も
に
、
出
産
時
一
時
金
を
創
設
し
、
分
娩
の
手
当
を
受
け
出
産
し
た
と
き
は
、
出
産
時
一
時
金
を
支
給
す
る
も
の
と
す

 

る
。

四
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
市
町
村
妊
婦
健
診
に
つ
い
て
の
望
ま
し
い
基
準
及
び
当
該
基
準
に
基
づ
く
健
康
診
査
の
実
施
に
係
る



二

 

標
準
額
を
定
め
る
も
の
と
し
、
市
町
村
、
病
院
等
は
、
当
該
基
準
及
び
標
準
額
を
勘
案
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

五
、
未
就
学
児
の
被
保
険
者
を
対
象
と
し
て
い
る
国
民
健
康
保
険
に
お
け
る
均
等
割
保
険
料
等
の
五
割
を
軽
減
す
る
措
置
の
対

 

象
を
、
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
以
前
で
あ
る
被
保
険
者
ま
で
拡
充
す
る
。

六
、
高
額
療
養
費
の
支
給
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
療
養
に
必
要
な
費
用
の
負
担
の
家
計
、
と
り
わ
け
長
期
に
わ
た
っ
て
継

 

続
的
に
療
養
を
受
け
る
者
の
家
計
に
与
え
る
影
響
を
考
慮
し
て
、
政
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

七
、
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
た
め
の
事
業
に
、
医
療
機
関
の
業
務
の
効
率
化
及
び
そ
の
医
療
従
事

者
の
勤
務
環
境
の
改
善
の
支
援
に
関
す
る
事
業
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
業
務
効
率
化
・
勤
務
環
境
改 

善
計
画
を
作
成
し
て
い
る
こ
と
等
の
要
件
に
適
合
す
る
病
院
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

八
、
全
国
健
康
保
険
協
会
に
対
す
る
国
庫
補
助
に
係
る
控
除
額
に
つ
い
て
、
令
和
八
年
度
か
ら
令
和
十
年
度
ま
で
の
間
に
限

 

り
、
各
年
度
約
五
百
億
円
引
き
上
げ
る
。

九
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


